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(57)【要約】
　表示制御システム１００は、透過軸が互いに直交する
一対の偏光板２５０を用いて可視画像を表示する表示部
２２０と、表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターン２６０が形成されたパターン層２３０と、表
示部２２０の前面側からパターン２６０に吸収される光
を射出する光源１４０と、反射部２４０と、光源１４０
から射出されて反射部２４０で反射した後に表示部２２
０及びパターン層２３０を透過した光から、パターン２
６０を読み取り、そのパターン２６０の表示面における
位置を特定する特定部１６０と、特定部１６０により特
定された位置に応じて、表示部２２０に表示する表示情
報を制御する表示制御部１３０とを備え、光源１４０か
ら射出される光のピーク波長は、一対の偏光板２５０の
透過率が７０％以上となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示制御システムであって、
　透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、前記一対の偏光板を用いて表示面に可視
画像を表示する表示部と、
　前記表示面に重なるように配置され、前記表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターンが形成されたパターン層と、
　前記表示部の前面側から、前記パターンに吸収される光を射出する光源と、
　前記表示部及び前記パターン層の背面側に設けられた反射部と、
　前記光源から射出されて前記反射部で反射した後に前記表示部及び前記パターン層を透
過した光から、前記パターンを読み取り、該パターンの前記表示面における位置を特定す
る特定部と、
　前記特定部により特定された位置に応じて、前記表示部に表示する表示情報を制御する
表示制御部とを備え、
　前記光源から射出される光のピーク波長は、前記一対の偏光板の透過率が７０％以上と
なる、表示制御システム。
【請求項２】
　前記光源から射出される光のピーク波長は、前記一対の偏光板の透過率が９０％以上と
なる、請求項１に記載の表示制御システム。
【請求項３】
　前記光源から射出される光のピーク波長は、９５０ｎｍである、請求項１に記載の表示
制御システム。
【請求項４】
　前記パターンは、９５０ｎｍの波長における光の吸収率が７０％以上である、請求項１
に記載の表示制御システム。
【請求項５】
　前記パターンは、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７０
％以上である、請求項１に記載の表示制御システム。
【請求項６】
　前記パターン層は、前記表示部のユーザ視認側に配置された、請求項１に記載の表示制
御システム。
【請求項７】
　表示制御システムであって、
　透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、前記一対の偏光板を用いて表示面に可視
画像を表示する表示部と、
　前記表示面に重なるように配置され、前記表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターンが形成されたパターン層と、
　前記表示部の前面側から、前記パターンに吸収される光を射出する光源と、
　前記表示部及び前記パターン層の背面側に設けられた反射部と、
　前記光源から射出されて前記反射部で反射した後に前記表示部及び前記パターン層を透
過した光から、前記パターンを読み取り、該パターンの前記表示面における位置を特定す
る特定部と、
　前記特定部により特定された位置に応じて、前記表示部に表示する表示情報を制御する
表示制御部とを備え、
　前記光源から射出される光は、前記一対の偏光板の透過率が全成分の平均値で７０％以
上となる、表示制御システム。
【請求項８】
　表示装置であって、
　透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、前記一対の偏光板を用いて表示面に可視
画像を表示する表示部と、
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　前記表示面に重なるように配置され、前記表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターンが形成されたパターン層とを備え、
　前記パターンは、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７０
％以上であり、近赤外領域において前記一対の偏光板の透過率が７０％となる波長から、
１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小値が３０％未満である、表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、指示装置を用いて表示部に指示入力が可能な表示装置および表示制御システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、絶対位置の特定が可能なパターンが印刷された紙に対して、カメラを内
蔵したペンを用いて、パターンから絶対位置を検知することで、ペンにより紙に記入され
た情報を電子化するペン入力システムを開示する。このペン入力システムは、パターン部
と、絶対位置を特定する特定部と、特定位置を記録する記録部とを備える。これにより、
紙に記入した情報を電子化することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２２６５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、表示面における位置に関する情報を表す複数のパターンが形成されたパター
ン層を有する表示制御システムにおいて、パターンの読み取り精度を向上させた表示制御
システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における表示制御システムは、透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、一
対の偏光板を用いて表示面に可視画像を表示する表示部と、表示面に重なるように配置さ
れ、表示面における位置に関する情報を表す複数のパターンが形成されたパターン層と、
表示部の前面側から、パターンに吸収される光を射出する光源と、表示部及びパターン層
の背面側に設けられた反射部と、光源から射出されて反射部で反射した後に表示部及びパ
ターン層を透過した光から、パターンを読み取り、パターンの表示面における位置を特定
する特定部と、特定部により特定された位置に応じて、表示部に表示する表示情報を制御
する表示制御部とを備え、光源から射出される光のピーク波長は、一対の偏光板の透過率
が７０％以上となる。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示における表示制御システムは、表示部の表示状態に影響されることなく、パター
ンの読み取り精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施の形態１に係る表示制御システムの概略図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る表示装置のパターン層の拡大図である。
【図３】図３は、実施の形態１に係る液晶表示部に使われている２枚の偏光板の透過軸を
直交させたときの透過率の波長特性を示す図表である。
【図４】図４（ａ）は、実施の形態１に係る液晶表示部を可視光で撮影した画像を示す図
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であり、図４（ｂ）は、実施の形態１に係る液晶表示部を９００ｎｍの赤外光で撮影した
画像を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る光源の波長特性を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係るパターンの材料の透過率の波長特性を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【０００９】
　なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明
を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意
図するものではない。
【００１０】
　（実施の形態１）
　以下、図１～６を用いて、実施の形態１を説明する。
【００１１】
　［１．表示制御システムの概要］
　図１は、実施の形態１に係る表示制御システム１００の概略図である。表示制御システ
ム１００は、指示装置１１０と、表示装置１２０と、表示制御部１３０と、を備える。指
示装置１１０は、ペン型の入力装置である。指示装置１１０は、光源１４０と、撮像部１
５０と、位置特定部１６０と、ペン先１７０と、圧力センサ１８０と、を備える。光源１
４０は、赤外光を射出する光源（例えばＬＥＤ）である。撮像部１５０は、光学系１９０
および撮像素子２００を備える。光学系１９０は、指示装置１１０の先端側から入射した
光を撮像素子２００に結像させる。
【００１２】
　表示装置１２０は、バックライト２１０と、液晶表示部２２０（液晶表示パネル）と、
パターン層２３０とを備える。バックライト２１０は、例えばエッジ型のバックライトで
ある。なお、バックライト２１０は、エッジ型に限定されない。バックライト２１０は、
可視光を発する表示用光源と、表示用光源の導光板の背面側（図１において下側）に配置
された拡散反射板２４０とを有する。バックライト２１０は、内部に拡散反射板２４０を
有する。拡散反射板２４０は、液晶表示部２２０及びパターン層２３０の背面側に設けら
れた反射部に相当する。液晶表示部２２０は、光を偏光する２枚の偏光板２５０と、液晶
層２２１を有する。液晶層２２１は、透過軸が互いに直交する２枚の偏光板２５０に挟ま
れている。液晶表示部２２０は、複数の画素（図示省略）からなる。液晶表示部２２０は
、一対の偏光板２５０を用いて表示面に可視画像を表示する。パターン層２３０は、表示
面に重なるように配置されている。パターン層２３０には、光源１４０の射出光（赤外光
）を吸収する複数のパターン２６０（情報パターン）が形成されている。
【００１３】
　図２は、パターン層２３０の拡大図である。パターン２６０は、複数のマーク４２（例
えばドット）により形成されている。各マーク４２は、図２（ａ）に示す仮想の格子４５
の格子点を基準に配置されている。パターン２６０は、例えば、図２（ｂ）に示す６マー
ク×６マークのエリア５０内の３６個のマーク４２により形成されている。パターン２６
０は、各マーク４２の配置パターン（格子点に対する位置）によって、表示装置１２０の
表示面（表示領域）における位置に関する情報を表す。全てのパターン２６０は互いに異
なる。１つのパターン２６０で、１つの座標（表示面における座標）が表される。図２（
ｂ）では、エリア５０ａ、５０ｂのパターン２６０が、例えばエリア５０ａ、５０ｂの中
心位置の座標を表す。指示装置１１０は、１つのエリア５０のパターン２６０を読み取る
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。例えば、図２（ｂ）においてペン先１７０が右下へ斜めに移動すると、指示装置１１０
が読み取るエリア５０は、エリア５０ａからエリア５０ｂへ変化する。
【００１４】
　表示制御システム１００では、ユーザが指示装置１１０を用いて表示装置１２０の表示
面に文字などを記入する際に、ユーザが指示装置１１０のペン先１７０を表示装置１２０
の画面に接触させる。そうすると、圧力センサ１８０が、表示装置２０からペン先１７０
に加わる圧力を検知する。圧力センサ１８０は、ペン先１７０が表示装置１２０に接触し
たことを検知する。そして、圧力センサ１８０によってペン先１７０の接触が検知される
と、光源１４０が表示装置１２０の画面に向けて光を射出する。
【００１５】
　指示装置１１０は、光源１４０が射出した光を用いて、パターン２６０を撮像部１５０
により、光学的に読み取る。撮像部１５０の撮像素子２００は、撮像面に結像した光学像
を電気信号に変換して画像情報（画像信号）を生成する。そして、位置特定部１６０が、
撮像部１５０からの画像情報に基づいて、撮像部１５０が読み取ったパターン２６０の表
示面における位置を、位置情報として特定する。これにより、液晶表示部２２０上におけ
る指示装置１１０の位置に関する情報を表すパターン２６０に基づいて、位置特定部１６
０が、指示装置１１０の位置を位置情報として特定する。特定された位置情報は、表示制
御部１３０に送信される。表示制御部１３０は、受信した位置情報に基づいて、表示装置
１２０の表示制御を行う。例えば、表示装置１２０は、指示装置１１０のペン先１７０の
軌跡に応じて、液晶表示部２２０に点を連続的に表示する。これにより、指示装置１１０
を用いて、液晶表示部２２０に文字や図形等を手書き入力することができる。または、表
示装置１２０は、指示装置１１０のペン先１７０の軌跡に応じて、液晶表示部２２０に表
示された点を連続的に消去する。これにより、指示装置１１０を消しゴムのように用いて
、液晶表示部２２０の文字や図形を消去することができる。すなわち、指示装置１１０は
、読み取り装置として機能すると共に、表示制御システム１００への入力装置としても機
能する。
【００１６】
　光源１４０の射出光を用いたパターン２６０の読み取り等について説明する。光源１４
０から射出された光は、パターン層２３０および液晶表示部２２０を透過し、バックライ
ト２１０の拡散反射板２４０に到達して拡散反射する。その結果、指示装置１１０の傾き
に拘わらず、液晶表示部２２０を透過した赤外光の一部が、指示装置１１０側へ戻ってく
る。拡散反射により実質的に均一化された光は、再び偏光板２５０を有する液晶表示部２
２０を透過し、パターン層２３０を背面側から照明する。パターン２６０は、光源１４０
が射出する赤外光（光源１４０の波長の光）を吸収する材料（光源１４０が射出する赤外
光に対する透過率が低い材料）で形成されている。パターン層２３０を透過した光は、空
間的に強度変調される。すなわち、パターン層２３０のうち、パターン２６０の形成領域
（マーク４２の形成領域）では射出光の強度が入射光に比べて大きく低下し、パターン２
６０が形成されていない領域（マーク４２間の領域）では射出光の強度が入射光とほとん
ど同じである。パターン層２３０を透過した光は、指示装置１１０の光学系１９０に入射
する。光学系１９０は、入射した光を撮像素子２００の撮像面に結像させる。その結果、
パターン層２３０を透過した光の空間強度分布は、撮像部１５０により画像情報として得
られる。撮像素子２００では、白字の背景にパターン２６０が黒く表現された画像が撮像
される。撮像部１５０により得られた画像情報は、位置特定部１６０によりパターン２６
０の設計情報（例えば、パターン２６０と位置座標が１対１で対応付けられた情報）との
照合が行われ、その照合結果より、パターン層２３０におけるパターン２６０の絶対位置
（例えば位置座標）が特定される。表示制御部１３０は、位置特定部１６０によって特定
された絶対位置に応じて、液晶表示部２２０の表示情報を制御する。これにより、指示装
置１１０を用いて、表示装置１２０に指示入力ができる。なお、位置特定部１６０は、所
定の方法を用いて、パターン２６０における３６個のマーク４２の配置パターンに基づい
て、そのパターン２６０を表示面における座標へ変換してもよい。パターン２６０のパタ
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ーンニングや座標変換の方法には、例えば、特開２００６－１４１０６１号公報に開示さ
れているような公知の方法を用いることができる。
【００１７】
　ここで、液晶表示部２２０では、液晶層２２１の各画素について、液晶分子の配向状態
を変えることにより、バックライト２１０の射出光（可視光）の偏光板２５０の透過率が
変わる。各画素の可視光の透過率を制御することで、液晶表示部２２０は文字や図形を表
示する。可視光の透過率制御を行うため、偏光板２５０は、少なくとも４００ｎｍから７
００ｎｍの可視光に対して、偏光特性（振動方向が透過軸に平行な光だけを透過する特性
、つまり振動方向が透過軸に平行な光以外を遮光する特性）を有する。ここで、仮に偏光
板２５０が光源１４０の射出光の波長に対して偏光特性を有する場合、光源１４０の射出
光は、液晶層２２１の各画素の液晶分子の配向状態の違いにより、液晶表示部２２０を透
過後の強度が空間的に変調される。光源１４０の射出光が液晶表示部２２０で空間的に強
度変調されると、撮像部１５０で撮影されるパターン２６０の背景光が均一ではなくなる
。これにより、撮像部１５０により撮像された画像からのパターン２６０の読み取りが困
難になる。そこで、本実施の形態では、光源１４０の射出光の波長は、偏光板２５０が偏
光特性を実質的に有しない波長を選択している。
【００１８】
　以下、パターン２６０の位置特定と表示輝度の両立に必要な波長特性について詳細に述
べる。
【００１９】
　［１－１．表示部］
　図３は、実施の形態１に係る液晶表示部２２０に使われている２枚の偏光板２５０の透
過軸（偏光方向）を互いに直交させたときの透過率の波長特性の実測値の一例を示した図
表である。測定サンプルは、日東電工製ＮＰＦ偏光板であり、一般的に液晶表示装置に使
われている偏光板の一つである。透過率の測定は、２枚の偏光板２５０の透過軸（偏光軸
）を互いに直交させた状態で行われている。図３によれば、２枚の偏光板２５０の透過率
の波長特性は、波長７５０ｎｍ付近より透過率が上昇し始め、９００ｎｍ付近では透過率
は９０％以上となる。すなわち、これら２枚の偏光板２５０の組み合わせは、９００ｎｍ
以上の光に対して、実質的に偏光特性を有しない。従って、本実施の形態では、前述の液
晶層２２１の各画素の液晶分子の配向状態がパターン２６０の読み取りへ悪影響を与える
ことを避けるために、９００ｎｍ以上の波長の光で、パターン２６０を読み取っている。
つまり、ピーク波長（光強度が最大の波長）が９００ｎｍ以上の光源１４０を用いている
。なお、パターン２６０の読み取る光に対して一対の偏光板２５０の偏光特性が大きく低
下すればよく、光源１４０から射出される光のピーク波長は、一対の偏光板２５０の透過
率が７０％以上であればよい。
【００２０】
　図４（ａ）は、実施の形態１において、液晶表示部２２０の画面の一部を、可視波長の
照明光を用いて撮影した画像であり、図４（ｂ）は、偏光板２５０の機能が失われる９０
０ｎｍの波長の照明光を用いて、図４（ａ）と同一領域を、図４（ａ）と同一の表示状態
で撮影した画像である。可視波長の照明光で撮影した画像では、液晶表示部２２０の各画
素の液晶分子の配向状態の違いとして、画素毎の透過率の違いがはっきりと観察された。
一方、９００ｎｍの波長の照明光で撮影した画像では、可視波長の画像と同様に液晶層２
２１の各画素の液晶分子の配向状態が異なる箇所が存在するにも拘らず、どの画素も同じ
ように観察された。すなわち、ピーク波長が９００ｎｍ以上の光を照明光として使えば、
液晶表示部２２０の各画素の液晶分子の配向状態に影響されることなく、パターン２６０
を読み取ることができる。
【００２１】
　［１－２．光源部］
　図５は、実施の形態１における、光源１４０の波長特性である。光源１４０は赤外ＬＥ
Ｄ　ＯＳＲＡＭ製ＳＦＨ－４２４８を用いた。光源１４０は、ピーク波長が９５０ｎｍで
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あり、偏光板２５０（日東電工製ＮＰＦ偏光板）は、このピーク波長の光に対して実質的
に偏光特性を有さない。光源１４０は、本実施の形態の表示制御システム１００に最適な
光源である。
【００２２】
　［１－３．パターン層］
　パターン２６０（マーク４２）は、可視光（波長４００～７００ｎｍの光）を透過し、
且つ、赤外光（波長７００ｎｍ以上の光）を吸収する材料で形成されている。パターン２
６０は、例えば波長８００ｎｍ以上の赤外光を吸収する材料で形成されている。具体的に
、パターン２６０は、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７
０％以上であり、一対の偏光板２５０の透過率が７０％以上となる波長（図３では８５０
ｎｍ）から１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小値が３０％未満である
。パターン２６０の材料（マーク４２の材料）として、例えば、ジイモニウム系、フタロ
シアニン系、シアニン系等の化合物が挙げられる。これらの材料は、単独で用いてもよく
、混合して用いてもよい。ジイモニウム系の化合物として、ジイモニウム塩系化合物を含
むことが好ましい。
【００２３】
　図６は、実施の形態１において、パターン２６０に用いた赤外吸収材料（マーク４２の
材料）の透過率の波長特性である。パターン２６０の厚さは例えば９ミクロンである。パ
ターン２６０は、光源１４０（ＯＳＲＡＭ製ＬＥＤ）の強度ピーク波長（９５０ｎｍ）に
おいて、１０％以下の透過率となっている。そのため、パターン２６０が形成された領域
と、パターン２６０が形成されていない領域との間で、位置特定部１６０が位置を特定す
るのに必要な高いコントラストの画像が得られる。一方、可視波長においては、表示制御
システム１００は、表示装置として機能しなければならない、つまり、可視画像の表示機
能を発揮しなければならない。パターン２６０は、可視光の波長領域（４００～７００ｎ
ｍ）において平均値で７０％以上の透過率を有する。この透過率は、表示面に対するパタ
ーン２６０の占有面積を考慮に入れると、十分に高い値である。そのため、実用レベルの
表示輝度を実現できる。
【００２４】
　なお、パターン層２３０は、拡散反射板２４０から表示装置１２０の最表面の間であれ
ば、どの位置でも機能する。そのため、パターン層２３０は、拡散反射板２４０よりも表
面側（図１において上側）であれば、どの位置（例えば、液晶層２２１よりも背面側）に
配置してもよい。但し、パターン層２３０は、表示装置１２０がモジュール化され出荷さ
れている状況を鑑みれば、液晶表示部２２０より表示装置１２０の表面側に、シート等で
貼り付けるのが望ましい。
【００２５】
　［２．効果等］
　以上のように、本実施の形態において、表示制御システム１００は、光源１４０と、拡
散反射板２４０と、偏光板２５０と、液晶表示部２２０と、パターン層２３０と、位置特
定部１６０と、表示制御部１３０と、を備える。拡散反射板２４０は、光源１４０から射
出された光を反射する。液晶表示部２２０は、４００ｎｍから７００ｎｍの波長の光を偏
光する一対の偏光板２５０を有し、拡散反射板２４０により反射された光を透過する。パ
ターン層２３０には、拡散反射板２４０により反射された赤外光を吸収して表示面におけ
る位置（表示位置）が特定できるパターン２６０が形成されている。位置特定部１６０は
、パターン２６０から表示面における位置を特定する。表示制御部１３０は、特定された
位置に応じて、液晶表示部２２０に表示する表示情報を制御する。光源１４０から射出さ
れる光のピーク波長は、透過軸が互いに直交する一対の偏光板２５０の透過率が７０％以
上となる。これにより、液晶表示部２２０の偏光板２５０（偏光子）の偏光特性が大きく
低下する。そのため、光源１４０の射出光に関して、各画素の液晶分子の配向状態により
各画素の透過率は大きく変化しなくなる。そのため、表示装置１２０の表示内容に影響さ
れることなく、安定して指示入力できる表示制御システム１００を実現できる。なお、図
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３に示す波長特性の一対の偏光板２５０を用いる場合は、８５０ｎｍのときに透過率が７
０％となり、ピーク波長が８５０ｎｍ以上の値の光源１４０を用いることができる。
【００２６】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、光源１４０から射出され
る光のピーク波長が、９５０ｎｍである。９５０ｎｍの光は、図３に示すように、一対の
偏光板２５０の透過率が９０％以上である。これにより、光源１４０の射出光に対して、
液晶表示部２２０の偏光板２５０（偏光子）の偏光特性が実質的になくなる。そのため、
各画素の液晶分子の配向状態が変化しても、各画素の透過率はほとんど変化しなくなる。
従って、表示装置１２０の表示内容に影響されることなく、安定して指示入力できる表示
制御システム１００を実現できる。
【００２７】
　また、本実施の形態では、光源１４０から射出される光は、一対の偏光板２５０の透過
率が全成分の平均値でも９０％以上となっている。なお、光源１４０から射出される光は
、一対の偏光板２５０の透過率が全成分の平均値でも７０％以上となっていればよい。
【００２８】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、パターン層２３０のパタ
ーン２６０は、９５０ｎｍの波長における光の吸収率が７０％以上である。これにより、
パターン２６０に良く吸収される光に対して、液晶表示部２２０の偏光板２５０（偏光子
）の偏光特性が実質的になくなる。そのため、各画素の液晶分子の配向状態が変化しても
、各画素の透過率はほとんど変化しなくなる。従って、表示装置１２０の表示内容に影響
されることなく、安定して指示入力できる表示制御システム１００を実現できる。
【００２９】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、パターン２６０は、４０
０ｎｍから７００ｎｍの波長の可視光の透過率が７０％以上である。これにより、液晶表
示部２２０の明るさを実用レベルに維持できる。つまり、表示装置１２０の著しい輝度低
下を招くことがなく、表示制御システム１００の表示品位を維持できる。
【００３０】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、パターン層２３０は、液
晶表示部２２０のユーザ視認側（前面側）に配置される。これにより、液晶モジュールの
完成後にパターン層２３０を貼り付けることができるため、表示装置１２０の製造が容易
になる。また、消費者が表示装置１２０を購入した後でも、パターン２６０が印刷された
シートを後から表示装置１２０に貼れば、指示入力対応の表示装置１２０を構成すること
ができる。
【００３１】
　また、本実施の形態において、表示装置１２０は、液晶表示部２２０とパターン層２３
０と、を備える。液晶表示部２２０は、透過軸が互いに直交する一対の偏光板２５０を有
し、一対の偏光板２５０を用いて表示面に可視画像を表示する。パターン層２３０は、外
部から光学的に読み取り可能なパターンであって、表示面における位置（表示位置）が特
定できるパターン２６０が形成されている。パターン層２３０のパターン２６０は、４０
０ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７０％以上である。さらに、
パターン２６０は、近赤外領域（７００～２５００ｎｍ）において一対の偏光板２５０の
透過率が７０％となる波長から、１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小
値が３０％未満（実施の形態１のパターン２６０では、一対の偏光板２５０の透過率が７
０％となる８５０ｎｍから１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小値が１
０％未満）である。これにより、表示装置１２０の著しい輝度低下を招くことがない。ま
た、表示装置１２０の表示内容に影響されることなく安定して指示入力できる。
【００３２】
　（その他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１を説明した。
しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
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、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、実施の形態１で説明した各構
成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【００３３】
　そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
【００３４】
　実施の形態１では、光源１４０は指示装置１１０に内蔵されているが、実質的に、指示
装置１１０がパターン２６０を読み取っている付近を赤外光によって照明できればよいの
で、表示装置１２０に内蔵されていてもよいし、表示装置１２０近傍に設置してもよい。
【００３５】
　また、実施の形態１では、指示装置１１０がペン型の入力装置であるが、これに限定さ
れない。指示装置１１０は、マウス型の入力装置であってもよい。
【００３６】
　また、実施の形態１の撮像素子２００は、ＣＭＯＳであっても、ＣＣＤであってもよい
。
【００３７】
　また、実施の形態１では、６マーク×６マークの単位エリアでパターンを形成している
が、これに限定されない。単位エリアを構成するマークの個数は、指示装置１１０や表示
装置１２０の設計に応じて適宜設定することができる。
【００３８】
　また、実施の形態１では、パターン２６０が円形のドットで構成されているが、これに
限定されない。ドットの代わりに、三角形等の図形又はアルファベット等の文字で表され
る複数のマークによって、パターンを形成しもよい。
【００３９】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００４０】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００４１】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本開示は、デジタルスチルカメラ、ムービー、カメラ機能付き携帯電話機、スマートフ
ォン、タブレットコンピュータ、パーソナルコンピュータ、業務用コンピュータなどに適
用可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１００　表示制御システム
　１１０　指示装置
　１２０　表示装置
　１３０　表示制御部
　１４０　光源
　１５０　撮像部
　１６０　位置特定部
　１７０　ペン先
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　１８０　圧力センサ
　１９０　光学系
　２００　撮像素子
　２１０　バックライト
　２２０　液晶表示部
　２２１　液晶層
　２３０　パターン層
　２４０　拡散反射板
　２５０　偏光板
　２６０　パターン

【図１】 【図２】
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【図６】 【図４】



(12) JP WO2014/038118 A1 2014.3.13

【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、指示装置を用いて表示部に指示入力が可能な表示装置および表示制御システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、絶対位置の特定が可能なパターンが印刷された紙に対して、カメラを内
蔵したペンを用いて、パターンから絶対位置を検知することで、ペンにより紙に記入され
た情報を電子化するペン入力システムを開示する。このペン入力システムは、パターン部
と、絶対位置を特定する特定部と、特定位置を記録する記録部とを備える。これにより、
紙に記入した情報を電子化することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２２６５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、表示面における位置に関する情報を表す複数のパターンが形成されたパター
ン層を有する表示制御システムにおいて、パターンの読み取り精度を向上させた表示制御
システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における表示制御システムは、透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、一
対の偏光板を用いて表示面に可視画像を表示する表示部と、表示面に重なるように配置さ
れ、表示面における位置に関する情報を表す複数のパターンが形成されたパターン層と、
表示部の前面側から、パターンに吸収される光を射出する光源と、表示部及びパターン層
の背面側に設けられた反射部と、光源から射出されて反射部で反射した後に表示部及びパ
ターン層を透過した光から、パターンを読み取り、パターンの表示面における位置を特定
する特定部と、特定部により特定された位置に応じて、表示部に表示する表示情報を制御
する表示制御部とを備え、光源から射出される光のピーク波長は、一対の偏光板の透過率
が７０％以上となる。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示における表示制御システムは、表示部の表示状態に影響されることなく、パター
ンの読み取り精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施の形態１に係る表示制御システムの概略図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る表示装置のパターン層の拡大図である。
【図３】図３は、実施の形態１に係る液晶表示部に使われている２枚の偏光板の透過軸を
直交させたときの透過率の波長特性を示す図表である。
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【図４】図４（ａ）は、実施の形態１に係る液晶表示部を可視光で撮影した画像を示す図
であり、図４（ｂ）は、実施の形態１に係る液晶表示部を９００ｎｍの赤外光で撮影した
画像を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る光源の波長特性を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係るパターンの材料の透過率の波長特性を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【０００９】
　なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明
を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意
図するものではない。
【００１０】
　（実施の形態１）
　以下、図１～６を用いて、実施の形態１を説明する。
【００１１】
　［１．表示制御システムの概要］
　図１は、実施の形態１に係る表示制御システム１００の概略図である。表示制御システ
ム１００は、指示装置１１０と、表示装置１２０と、表示制御部１３０と、を備える。指
示装置１１０は、ペン型の入力装置である。指示装置１１０は、光源１４０と、撮像部１
５０と、位置特定部１６０と、ペン先１７０と、圧力センサ１８０と、を備える。光源１
４０は、赤外光を射出する光源（例えばＬＥＤ）である。撮像部１５０は、光学系１９０
および撮像素子２００を備える。光学系１９０は、指示装置１１０の先端側から入射した
光を撮像素子２００に結像させる。
【００１２】
　表示装置１２０は、バックライト２１０と、液晶表示部２２０（液晶表示パネル）と、
パターン層２３０とを備える。バックライト２１０は、例えばエッジ型のバックライトで
ある。なお、バックライト２１０は、エッジ型に限定されない。バックライト２１０は、
可視光を発する表示用光源と、表示用光源の導光板の背面側（図１において下側）に配置
された拡散反射板２４０とを有する。バックライト２１０は、内部に拡散反射板２４０を
有する。拡散反射板２４０は、液晶表示部２２０及びパターン層２３０の背面側に設けら
れた反射部に相当する。液晶表示部２２０は、光を偏光する２枚の偏光板２５０と、液晶
層２２１を有する。液晶層２２１は、透過軸が互いに直交する２枚の偏光板２５０に挟ま
れている。液晶表示部２２０は、複数の画素（図示省略）からなる。液晶表示部２２０は
、一対の偏光板２５０を用いて表示面に可視画像を表示する。パターン層２３０は、表示
面に重なるように配置されている。パターン層２３０には、光源１４０の射出光（赤外光
）を吸収する複数のパターン２６０（情報パターン）が形成されている。
【００１３】
　図２は、パターン層２３０の拡大図である。パターン２６０は、複数のドット４２によ
り形成されている。各ドット４２は、図２（ａ）に示す仮想の格子４５の格子点を基準に
配置されている。パターン２６０は、例えば、図２（ｂ）に示す６ドット×６ドットのエ
リア５０内の３６個のドット４２により形成されている。パターン２６０は、各ドット４
２の配置パターン（格子点に対する位置）によって、表示装置１２０の表示面（表示領域
）における位置に関する情報を表す。全てのパターン２６０は互いに異なる。１つのパタ
ーン２６０で、１つの座標（表示面における座標）が表される。図２（ｂ）では、エリア
５０ａ、５０ｂのパターン２６０が、例えばエリア５０ａ、５０ｂの中心位置の座標を表
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す。指示装置１１０は、１つのエリア５０のパターン２６０を読み取る。例えば、図２（
ｂ）においてペン先１７０が右下へ斜めに移動すると、指示装置１１０が読み取るエリア
５０は、エリア５０ａからエリア５０ｂへ変化する。
【００１４】
　表示制御システム１００では、ユーザが指示装置１１０を用いて表示装置１２０の表示
面に文字などを記入する際に、ユーザが指示装置１１０のペン先１７０を表示装置１２０
の画面に接触させる。そうすると、圧力センサ１８０が、表示装置１２０からペン先１７
０に加わる圧力を検知する。圧力センサ１８０は、ペン先１７０が表示装置１２０に接触
したことを検知する。そして、圧力センサ１８０によってペン先１７０の接触が検知され
ると、光源１４０が表示装置１２０の画面に向けて光を射出する。
【００１５】
　指示装置１１０は、光源１４０が射出した光を用いて、パターン２６０を撮像部１５０
により、光学的に読み取る。撮像部１５０の撮像素子２００は、撮像面に結像した光学像
を電気信号に変換して画像情報（画像信号）を生成する。そして、位置特定部１６０が、
撮像部１５０からの画像情報に基づいて、撮像部１５０が読み取ったパターン２６０の表
示面における位置を、位置情報として特定する。これにより、液晶表示部２２０上におけ
る指示装置１１０の位置に関する情報を表すパターン２６０に基づいて、位置特定部１６
０が、指示装置１１０の位置を位置情報として特定する。特定された位置情報は、表示制
御部１３０に送信される。表示制御部１３０は、受信した位置情報に基づいて、表示装置
１２０の表示制御を行う。例えば、表示装置１２０は、指示装置１１０のペン先１７０の
軌跡に応じて、液晶表示部２２０に点を連続的に表示する。これにより、指示装置１１０
を用いて、液晶表示部２２０に文字や図形等を手書き入力することができる。または、表
示装置１２０は、指示装置１１０のペン先１７０の軌跡に応じて、液晶表示部２２０に表
示された点を連続的に消去する。これにより、指示装置１１０を消しゴムのように用いて
、液晶表示部２２０の文字や図形を消去することができる。すなわち、指示装置１１０は
、読み取り装置として機能すると共に、表示制御システム１００への入力装置としても機
能する。
【００１６】
　光源１４０の射出光を用いたパターン２６０の読み取り等について説明する。光源１４
０から射出された光は、パターン層２３０および液晶表示部２２０を透過し、バックライ
ト２１０の拡散反射板２４０に到達して拡散反射する。その結果、指示装置１１０の傾き
に拘わらず、液晶表示部２２０を透過した赤外光の一部が、指示装置１１０側へ戻ってく
る。拡散反射により実質的に均一化された光は、再び偏光板２５０を有する液晶表示部２
２０を透過し、パターン層２３０を背面側から照明する。パターン２６０は、光源１４０
が射出する赤外光（光源１４０の波長の光）を吸収する材料（光源１４０が射出する赤外
光に対する透過率が低い材料）で形成されている。パターン層２３０を透過した光は、空
間的に強度変調される。すなわち、パターン層２３０のうち、パターン２６０の形成領域
（ドット４２の形成領域）では射出光の強度が入射光に比べて大きく低下し、パターン２
６０が形成されていない領域（ドット４２間の領域）では射出光の強度が入射光とほとん
ど同じである。パターン層２３０を透過した光は、指示装置１１０の光学系１９０に入射
する。光学系１９０は、入射した光を撮像素子２００の撮像面に結像させる。その結果、
パターン層２３０を透過した光の空間強度分布は、撮像部１５０により画像情報として得
られる。撮像素子２００では、白字の背景にパターン２６０が黒く表現された画像が撮像
される。撮像部１５０により得られた画像情報は、位置特定部１６０によりパターン２６
０の設計情報（例えば、パターン２６０と位置座標が１対１で対応付けられた情報）との
照合が行われ、その照合結果より、パターン層２３０におけるパターン２６０の絶対位置
（例えば位置座標）が特定される。表示制御部１３０は、位置特定部１６０によって特定
された絶対位置に応じて、液晶表示部２２０の表示情報を制御する。これにより、指示装
置１１０を用いて、表示装置１２０に指示入力ができる。なお、位置特定部１６０は、所
定の方法を用いて、パターン２６０における３６個のドット４２の配置パターンに基づい
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て、そのパターン２６０を表示面における座標へ変換してもよい。パターン２６０のパタ
ーンニングや座標変換の方法には、例えば、特開２００６－１４１０６１号公報に開示さ
れているような公知の方法を用いることができる。
【００１７】
　ここで、液晶表示部２２０では、液晶層２２１の各画素について、液晶分子の配向状態
を変えることにより、バックライト２１０の射出光（可視光）の偏光板２５０の透過率が
変わる。各画素の可視光の透過率を制御することで、液晶表示部２２０は文字や図形を表
示する。可視光の透過率制御を行うため、偏光板２５０は、少なくとも４００ｎｍから７
００ｎｍの可視光に対して、偏光特性（振動方向が透過軸に平行な光だけを透過する特性
、つまり振動方向が透過軸に平行な光以外を遮光する特性）を有する。ここで、仮に偏光
板２５０が光源１４０の射出光の波長に対して偏光特性を有する場合、光源１４０の射出
光は、液晶層２２１の各画素の液晶分子の配向状態の違いにより、液晶表示部２２０を透
過後の強度が空間的に変調される。光源１４０の射出光が液晶表示部２２０で空間的に強
度変調されると、撮像部１５０で撮影されるパターン２６０の背景光が均一ではなくなる
。これにより、撮像部１５０により撮像された画像からのパターン２６０の読み取りが困
難になる。そこで、本実施の形態では、光源１４０の射出光の波長は、偏光板２５０が偏
光特性を実質的に有しない波長を選択している。
【００１８】
　以下、パターン２６０の位置特定と表示輝度の両立に必要な波長特性について詳細に述
べる。
【００１９】
　［１－１．表示部］
　図３は、実施の形態１に係る液晶表示部２２０に使われている２枚の偏光板２５０の透
過軸（偏光方向）を互いに直交させたときの透過率の波長特性の実測値の一例を示した図
表である。測定サンプルは、日東電工製ＮＰＦ偏光板であり、一般的に液晶表示装置に使
われている偏光板の一つである。透過率の測定は、２枚の偏光板２５０の透過軸（偏光軸
）を互いに直交させた状態で行われている。図３によれば、２枚の偏光板２５０の透過率
の波長特性は、波長７５０ｎｍ付近より透過率が上昇し始め、９００ｎｍ付近では透過率
は９０％以上となる。すなわち、これら２枚の偏光板２５０の組み合わせは、９００ｎｍ
以上の光に対して、実質的に偏光特性を有しない。従って、本実施の形態では、前述の液
晶層２２１の各画素の液晶分子の配向状態がパターン２６０の読み取りへ悪影響を与える
ことを避けるために、９００ｎｍ以上の波長の光で、パターン２６０を読み取っている。
つまり、ピーク波長（光強度が最大の波長）が９００ｎｍ以上の光源１４０を用いている
。なお、パターン２６０の読み取る光に対して一対の偏光板２５０の偏光特性が大きく低
下すればよく、光源１４０から射出される光のピーク波長は、一対の偏光板２５０の透過
率が７０％以上であればよい。
【００２０】
　図４（ａ）は、実施の形態１において、液晶表示部２２０の画面の一部を、可視波長の
照明光を用いて撮影した画像であり、図４（ｂ）は、偏光板２５０の機能が失われる９０
０ｎｍの波長の照明光を用いて、図４（ａ）と同一領域を、図４（ａ）と同一の表示状態
で撮影した画像である。可視波長の照明光で撮影した画像では、液晶表示部２２０の各画
素の液晶分子の配向状態の違いとして、画素毎の透過率の違いがはっきりと観察された。
一方、９００ｎｍの波長の照明光で撮影した画像では、可視波長の画像と同様に液晶層２
２１の各画素の液晶分子の配向状態が異なる箇所が存在するにも拘らず、どの画素も同じ
ように観察された。すなわち、ピーク波長が９００ｎｍ以上の光を照明光として使えば、
液晶表示部２２０の各画素の液晶分子の配向状態に影響されることなく、パターン２６０
を読み取ることができる。
【００２１】
　［１－２．光源部］
　図５は、実施の形態１における、光源１４０の波長特性である。光源１４０は赤外ＬＥ
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Ｄ　ＯＳＲＡＭ製ＳＦＨ－４２４８を用いた。光源１４０は、ピーク波長が９５０ｎｍで
あり、偏光板２５０（日東電工製ＮＰＦ偏光板）は、このピーク波長の光に対して実質的
に偏光特性を有さない。光源１４０は、本実施の形態の表示制御システム１００に最適な
光源である。
【００２２】
　［１－３．パターン層］
　パターン２６０（ドット４２）は、可視光（波長４００～７００ｎｍの光）を透過し、
且つ、赤外光（波長７００ｎｍ以上の光）を吸収する材料で形成されている。パターン２
６０は、例えば波長８００ｎｍ以上の赤外光を吸収する材料で形成されている。具体的に
、パターン２６０は、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７
０％以上であり、一対の偏光板２５０の透過率が７０％以上となる波長（図３では８５０
ｎｍ）から１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小値が３０％未満である
。パターン２６０の材料（ドット４２の材料）として、例えば、ジイモニウム系、フタロ
シアニン系、シアニン系等の化合物が挙げられる。これらの材料は、単独で用いてもよく
、混合して用いてもよい。ジイモニウム系の化合物として、ジイモニウム塩系化合物を含
むことが好ましい。
【００２３】
　図６は、実施の形態１において、パターン２６０に用いた赤外吸収材料（ドット４２の
材料）の透過率の波長特性である。パターン２６０の厚さは例えば９ミクロンである。パ
ターン２６０は、光源１４０（ＯＳＲＡＭ製ＬＥＤ）の強度ピーク波長（９５０ｎｍ）に
おいて、１０％以下の透過率となっている。そのため、パターン２６０が形成された領域
と、パターン２６０が形成されていない領域との間で、位置特定部１６０が位置を特定す
るのに必要な高いコントラストの画像が得られる。一方、可視波長においては、表示制御
システム１００は、表示装置として機能しなければならない、つまり、可視画像の表示機
能を発揮しなければならない。パターン２６０は、可視光の波長領域（４００～７００ｎ
ｍ）において平均値で７０％以上の透過率を有する。この透過率は、表示面に対するパタ
ーン２６０の占有面積を考慮に入れると、十分に高い値である。そのため、実用レベルの
表示輝度を実現できる。
【００２４】
　なお、パターン層２３０は、拡散反射板２４０から表示装置１２０の最表面の間であれ
ば、どの位置でも機能する。そのため、パターン層２３０は、拡散反射板２４０よりも表
面側（図１において上側）であれば、どの位置（例えば、液晶層２２１よりも背面側）に
配置してもよい。但し、パターン層２３０は、表示装置１２０がモジュール化され出荷さ
れている状況を鑑みれば、液晶表示部２２０より表示装置１２０の表面側に、シート等で
貼り付けるのが望ましい。
【００２５】
　［２．効果等］
　以上のように、本実施の形態において、表示制御システム１００は、光源１４０と、拡
散反射板２４０と、偏光板２５０と、液晶表示部２２０と、パターン層２３０と、位置特
定部１６０と、表示制御部１３０と、を備える。拡散反射板２４０は、光源１４０から射
出された光を反射する。液晶表示部２２０は、４００ｎｍから７００ｎｍの波長の光を偏
光する一対の偏光板２５０を有し、拡散反射板２４０により反射された光を透過する。パ
ターン層２３０には、拡散反射板２４０により反射された赤外光を吸収して表示面におけ
る位置（表示位置）が特定できるパターン２６０が形成されている。位置特定部１６０は
、パターン２６０から表示面における位置を特定する。表示制御部１３０は、特定された
位置に応じて、液晶表示部２２０に表示する表示情報を制御する。光源１４０から射出さ
れる光のピーク波長は、透過軸が互いに直交する一対の偏光板２５０の透過率が７０％以
上となる。これにより、液晶表示部２２０の偏光板２５０（偏光子）の偏光特性が大きく
低下する。そのため、光源１４０の射出光に関して、各画素の液晶分子の配向状態により
各画素の透過率は大きく変化しなくなる。そのため、表示装置１２０の表示内容に影響さ
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れることなく、安定して指示入力できる表示制御システム１００を実現できる。なお、図
３に示す波長特性の一対の偏光板２５０を用いる場合は、８５０ｎｍのときに透過率が７
０％となり、ピーク波長が８５０ｎｍ以上の値の光源１４０を用いることができる。
【００２６】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、光源１４０から射出され
る光のピーク波長が、９５０ｎｍである。９５０ｎｍの光は、図３に示すように、一対の
偏光板２５０の透過率が９０％以上である。これにより、光源１４０の射出光に対して、
液晶表示部２２０の偏光板２５０（偏光子）の偏光特性が実質的になくなる。そのため、
各画素の液晶分子の配向状態が変化しても、各画素の透過率はほとんど変化しなくなる。
従って、表示装置１２０の表示内容に影響されることなく、安定して指示入力できる表示
制御システム１００を実現できる。
【００２７】
　また、本実施の形態では、光源１４０から射出される光は、一対の偏光板２５０の透過
率が全成分の平均値でも９０％以上となっている。なお、光源１４０から射出される光は
、一対の偏光板２５０の透過率が全成分の平均値でも７０％以上となっていればよい。
【００２８】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、パターン層２３０のパタ
ーン２６０は、９５０ｎｍの波長における光の吸収率が７０％以上である。これにより、
パターン２６０に良く吸収される光に対して、液晶表示部２２０の偏光板２５０（偏光子
）の偏光特性が実質的になくなる。そのため、各画素の液晶分子の配向状態が変化しても
、各画素の透過率はほとんど変化しなくなる。従って、表示装置１２０の表示内容に影響
されることなく、安定して指示入力できる表示制御システム１００を実現できる。
【００２９】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、パターン２６０は、４０
０ｎｍから７００ｎｍの波長の可視光の透過率が７０％以上である。これにより、液晶表
示部２２０の明るさを実用レベルに維持できる。つまり、表示装置１２０の著しい輝度低
下を招くことがなく、表示制御システム１００の表示品位を維持できる。
【００３０】
　また、本実施の形態において、表示制御システム１００では、パターン層２３０は、液
晶表示部２２０のユーザ視認側（前面側）に配置される。これにより、液晶モジュールの
完成後にパターン層２３０を貼り付けることができるため、表示装置１２０の製造が容易
になる。また、消費者が表示装置１２０を購入した後でも、パターン２６０が印刷された
シートを後から表示装置１２０に貼れば、指示入力対応の表示装置１２０を構成すること
ができる。
【００３１】
　また、本実施の形態において、表示装置１２０は、液晶表示部２２０とパターン層２３
０と、を備える。液晶表示部２２０は、透過軸が互いに直交する一対の偏光板２５０を有
し、一対の偏光板２５０を用いて表示面に可視画像を表示する。パターン層２３０は、外
部から光学的に読み取り可能なパターンであって、表示面における位置（表示位置）が特
定できるパターン２６０が形成されている。パターン層２３０のパターン２６０は、４０
０ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７０％以上である。さらに、
パターン２６０は、近赤外領域（７００～２５００ｎｍ）において一対の偏光板２５０の
透過率が７０％となる波長から、１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小
値が３０％未満（実施の形態１のパターン２６０では、一対の偏光板２５０の透過率が７
０％となる８５０ｎｍから１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小値が１
０％未満）である。これにより、表示装置１２０の著しい輝度低下を招くことがない。ま
た、表示装置１２０の表示内容に影響されることなく安定して指示入力できる。
【００３２】
　（その他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１を説明した。
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しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、実施の形態１で説明した各構
成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【００３３】
　そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
【００３４】
　実施の形態１では、光源１４０は指示装置１１０に内蔵されているが、実質的に、指示
装置１１０がパターン２６０を読み取っている付近を赤外光によって照明できればよいの
で、表示装置１２０に内蔵されていてもよいし、表示装置１２０近傍に設置してもよい。
【００３５】
　また、実施の形態１では、指示装置１１０がペン型の入力装置であるが、これに限定さ
れない。指示装置１１０は、マウス型の入力装置であってもよい。
【００３６】
　また、実施の形態１の撮像素子２００は、ＣＭＯＳであっても、ＣＣＤであってもよい
。
【００３７】
　また、実施の形態１では、６ドット×６ドットの単位エリアでパターンを形成している
が、これに限定されない。単位エリアを構成するドットの個数は、指示装置１１０や表示
装置１２０の設計に応じて適宜設定することができる。
【００３８】
　また、実施の形態１では、パターン２６０が円形のドットで構成されているが、これに
限定されない。ドットの代わりに、三角形等の図形又はアルファベット等の文字で表され
る複数のマークによって、パターンを形成しもよい。
【００３９】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００４０】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００４１】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本開示は、デジタルスチルカメラ、ムービー、カメラ機能付き携帯電話機、スマートフ
ォン、タブレットコンピュータ、パーソナルコンピュータ、業務用コンピュータなどに適
用可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１００　表示制御システム
　１１０　指示装置
　１２０　表示装置
　１３０　表示制御部
　１４０　光源
　１５０　撮像部
　１６０　位置特定部



(19) JP WO2014/038118 A1 2014.3.13

　１７０　ペン先
　１８０　圧力センサ
　１９０　光学系
　２００　撮像素子
　２１０　バックライト
　２２０　液晶表示部
　２２１　液晶層
　２３０　パターン層
　２４０　拡散反射板
　２５０　偏光板
　２６０　パターン
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示制御システムであって、
　透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、前記一対の偏光板を用いて表示面に可視
画像を表示する表示部と、
　前記表示面に重なるように配置され、前記表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターンが形成されたパターン層と、
　前記表示部の前面側から、前記パターンに吸収される光を射出する光源と、
　前記表示部及び前記パターン層の背面側に設けられた反射部と、
　前記光源から射出されて前記反射部で反射した後に前記表示部及び前記パターン層を透
過した光から、前記パターンを読み取り、該パターンの前記表示面における位置を特定す
る特定部と、
　前記特定部により特定された位置に応じて、前記表示部に表示する表示情報を制御する
表示制御部とを備え、
　前記光源から射出される光のピーク波長は、前記一対の偏光板の透過率が７０％以上と
なる、表示制御システム。
【請求項２】
　前記光源から射出される光のピーク波長は、前記一対の偏光板の透過率が９０％以上と
なる、請求項１に記載の表示制御システム。
【請求項３】
　前記光源から射出される光のピーク波長は、９５０ｎｍである、請求項１に記載の表示
制御システム。
【請求項４】
　前記パターンは、９５０ｎｍの波長における光の吸収率が７０％以上である、請求項１
に記載の表示制御システム。
【請求項５】
　前記パターンは、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７０
％以上である、請求項１に記載の表示制御システム。
【請求項６】
　前記パターン層は、前記表示部のユーザ視認側に配置された、請求項１に記載の表示制
御システム。
【請求項７】
　表示制御システムであって、
　透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、前記一対の偏光板を用いて表示面に可視
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画像を表示する表示部と、
　前記表示面に重なるように配置され、前記表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターンが形成されたパターン層と、
　前記表示部の前面側から、前記パターンに吸収される光を射出する光源と、
　前記表示部及び前記パターン層の背面側に設けられた反射部と、
　前記光源から射出されて前記反射部で反射した後に前記表示部及び前記パターン層を透
過した光から、前記パターンを読み取り、該パターンの前記表示面における位置を特定す
る特定部と、
　前記特定部により特定された位置に応じて、前記表示部に表示する表示情報を制御する
表示制御部とを備え、
　前記光源から射出される光は、前記一対の偏光板の透過率が全成分の平均値で７０％以
上となる、表示制御システム。
【請求項８】
　表示装置であって、
　透過軸が互いに直交する一対の偏光板を有し、前記一対の偏光板を用いて表示面に可視
画像を表示する表示部と、
　前記表示面に重なるように配置され、前記表示面における位置に関する情報を表す複数
のパターンが形成されたパターン層とを備え、
　前記パターンは、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率が７０
％以上であり、近赤外領域において前記一対の偏光板の透過率が７０％となる波長から、
１０００ｎｍまでの波長範囲における光の透過率の最小値が３０％未満である、表示装置
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】 【図５】

【図６】 【図１】



(22) JP WO2014/038118 A1 2014.3.13

【図２】 【図４】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
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